
戦後日本肯定する施政方針演説  

 安倍晋三首相はこの５月３日にも、憲法改正の意志をあらわにし、それも２０２０年

という時間を設定しての覚悟を示した。近代日本の首相の中で、これほど改正それ自

体を強調し、どこをどのように変えるかの論点を明確にしない首相も珍しい。まず「改

正ありき」では、論戦そのものが逆立ちしているように思えるほどだ。  

 現在の憲法が制定されて以来、首相は吉田茂から安倍現首相まで３１人に及ぶが、

これほど改正のみを叫ぶ人物はこの３１人の中に、安倍首相以外ひとりもいなかった。

確かに、岸信介、中曽根康弘らは改正を口にしたが、それでもそこには自制が感じら

れた。私自身そのことに関心を持ち、特に憲法制定以来、昭和という時代に首相の座

にあった１５人（吉田茂から竹下登）の施政方針、所信表明の演説文を丹念に読んで

みた。社会党の片山哲を除いてすべてが自民党とそれに連なる保守系ということにな

るが、しかしそこには微妙な違いがいくつもあると気づいた。つまり戦後日本の歩んだ

道は、この憲法によってつくられてきたとの強い認識を持った。  

 たとえば田中角栄は、１９７２年１０月２８日の所信表明演説において、「戦後四半世

紀にわたりわが国は、平和憲法のもとに、一貫して平和国家としてのあり方を堅持し、

国際社会との協調融和のなかで、発展の道を求めてまいりました。わたくしは、外に

おいては、あらゆる国との平和維持に努力し、内にあっては、国民福祉の向上に、最

善を尽くすことを政治の目標としてまいります」と語っている。福田赳夫にしても、７７

年１月３１日の施政方針演説で外交・経済政策を訴えたのち、その末尾で憲法には直

接触れないにしても、国民の皆様も「いたずらな物欲と、自己本位の欲望に流されが

ちの世相から訣別（けつべつ）」しようと呼びかけて、次のように断じている。  

 「この日本の国土の上に、世界中の国々から信頼と敬意をかち得るように、真に安

定した文明社会をつくり上げようではありませんか」  

 このように自民党の首相演説を読んでも、現憲法がつくりあげた戦後日本という空

間そのものを肯定的に捉えていることがわかる。  

 中曽根康弘は８３年１月２４日の施政方針演説のなかで、「わが国の戦後の発展は、

何よりも新憲法のもたらした民主主義と自由主義によって、日本国民の自由闊達（か

ったつ）な進取の個性が開放され、経済社会のあらゆる面に発揮されたことによるも

のであります」と極めて明快に説いている。  

 吉田茂は現憲法制定を直接に進めた首相だが、第１次内閣組閣時の４６年６月２１

日の議会（このときはまだ帝国議会だったが）で、民主主義と平和主義の実現を目指



し、「憲法ノ改正ヲ待ツマデモナク、軍国主義ト極端ナル国家主義トノ色彩ヲ完全ニ払

拭（ふっしょく）シ、其（そ）ノ将来ニ於（お）ケル再生ヲ防止スル為（ため）」に努力する

ことを約束している。片山哲、芦田均らもその方向を明確にしている。つまり憲法制定

時の首相たちは積極的に自らも関わりをもち、この憲法を守ること、そして憲法の精

神を生かすこと、軍国主義復活を許さないこと、を憲法を論じるときの姿勢に据えてい

ることがわかってくる。  

 ともすれば改正論者の中には、「押しつけ憲法」とか「占領憲法」と平気でレッテルを

貼る者も見られるが、それが吉田茂をはじめ先達たちをいかに愚弄（ぐろう）している

かを知るべきであろう。どこをどう変えるかではなく、改正のみを主張するのもまたこう

した愚を犯しているといっていいのではないかと私には思えるのである。  

 昭和３０年代の、いわゆる５５年体制成立後しばらくの首相演説は確かに憲法の精

神にそれほど触れていない。鳩山一郎は自主憲法の制定を主張したが、５５年体制

成立直前の同年１月２２日の施政方針演説では、その改正には慎重を期すべきであ

ると前置きをして断じている。  

 「政府といたしましては、国民各層の意見を十分に徴して、子細にその内容を検討し、

平和主義、民主主義の原則を堅持しつつ、最もわが国情に適するごとく改善の方途

を講じなければならない」  

 改正するにしても国民総意のもと、その方向は前向きにということである。  

 石橋湛山は特に憲法に触れていない。その施政方針演説（５７年２月４日）は、石橋

が病で倒れたために岸信介首相臨時代理が原稿を代読する形になっている。ハト派

の演説をタカ派が代読したわけだ。石橋退陣後に、岸内閣が成立するが、同年２月２

７日の所信表明演説では、石橋内閣の施政方針を引き継ぐと言っている。憲法観で

は石橋と異なっていたので、就任時にはあえて触れなかったのであろう。  

 保守系内閣の中でもっとも明確な憲法観を打ち出した首相は鈴木善幸で、８０年１０

月３日の所信表明演説では、「私は、今後とも、憲法の定める平和と民主主義、基本

的人権尊重の理念を堅持し、国民の優れた力を結集して、わが国の将来を確かなも

のにしてまいりたい」と宣言している。こういう演説に触れると、月並みな護憲派、改憲

派という分け方に改めて疑問がわいてくるのである。  

 


